
  

 

 適時開示体制の概要（模式図） 

 

 

 

    【発生事実】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開示情報を保有する各部署 

（社内各部署及び子会社） 

情報取扱責任者 

適時開示 

（証券取引所・資料配付・自社ホームページ掲載） 

取 締 役 会 

経営管理部 

（情報開示検討部署） 

【決定事実】 

経営会議 


